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地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れ
た地域で安心して暮らしていくために、必要な援助・支
援を行う地域の総合相談窓口です。

総合事業のサービスの
利用方法、基本チェック
リストについてご不明な
点は、お近くの地域包括
支援センターへ問い合わ
せください。
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『介護予防・日常生活支援総合事業』が始まります

Ｑ　利用中のサービスはどうなるの？
Ａ　今までどおりサービスを利用することができます。

Ｑ　基本チェックリストとはどのようなもの？
Ａ　暮らしぶり、運動機能、栄養状態、心の状態に関
する25項目の質問票です。

Ｑ　事業対象者はどのようにサービスを利用するの？
Ａ　地域包括支援センターの担当者やケアマネージャ
ーとの相談を経て、身体状況に合ったケアプラン
を作成してサービスを利用します。

平成29年３月まで 平成29年４月から

介護予防給付
（要支援１・２）

福祉用具貸与、訪問看護
通所リハビリテーション

介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）

※利用できる方
▷要支援１・２の方で訪問介護・
通所介護の利用が必要な方

▷基本チェックリストの結果、一定
基準に該当した方（事業対象者）

介護予防給付のサービ
スが利用できます
（福祉用具貸与、訪問
看護　など）

一般介護予防事業に
参加できます（はつ
らつ元気塾、脳の健
康教室　など）

介護予防・生活支援サー
ビス事業が利用できます
①訪問型サービス
②通所型サービス

①ホームヘルパーの居宅訪問による身体介護や生活援助
②通所介護施設で日常の生活上の支援や行為向上のための支援

介護予防給付（要支援１・２）

ケアプランの作成 介護予防ケアマネジメント（ケアプランの作成）

65歳以上の方

介護予防訪問介護（ホームヘルプ）
介護予防通所介護（デイサービス）

■介護予防・生活支援サービス事業
　・訪問型サービス
　・通所型サービス

■一般介護予防事業
　・はつらつ元気塾
　・脳の健康教室　など

基本チェックリストによる判定要介護認定を申請

『総合事業サービスの流れ』

介護保険の介護サー
ビスが利用できます

要介護１～５ 要支援１・２ 非該当

総合事業

生活機能の
低下がみられる
（事業対象者）

自立した
生活が送れる
（非該当）

土岐市東部地域包括支援センター
（曽木町・駄知町・肥田町の一部（旭ヶ丘））
とき陶生苑内（☎�8678）

土岐市西部地域包括支援センター
（下石町・妻木町・鶴里町）
ウエルフェア土岐内（☎�6661）

土岐市地域包括支援センター
（土岐津町・肥田町・泉町）
土岐市役所内（☎�1111・内線159・160）

『地域包括支援センター』を利用しましょう

簡単な読み書きや計算を行ったり、運動や会話をすることで、認知症予防を目指す教室です。
■参加者
対象　65歳以上で、継続して参加できる方

一般介護予防事業のご案内

日時　毎週金曜日　午後１時30分～３時
※開催月の約１カ月前には、地区ごとにチラシを回覧し参加者を募集します。日程、場所、持ち物などは

チラシを確認の上、申し込みください。

４月から下記の日程で、お口の話１回、栄養の話１回、体づくり10回の全12回にわたり開催します。
男女問わず、参加者の皆さんが中心となって、一緒に介護予防に取り組みましょう！
地区・開催月

時間　①午前 9 時30分～10時40分　　②午前10時10分～11時20分　　※どちらかに参加
参加費　１カ月当たり2,160円（教材費など）
説明会　４月20日（木）午前10時～正午／文化プラザ

■サポーター
対象　高齢者と接することが好きなおおむね60歳までの方で、説明会・研修会と週１回の教室に５カ月

間継続して参加できる方。
内容　参加者の支援（学習の進行・助言など）、レクリエーションなど教室の運営
定員　10人程度（参加者の人数により変動します）
謝礼　教室開催日1日当たり1,500円（通常、前半と後半の２回）
サポーター説明会　4月20日(木)午前10時～正午/文化プラザ
サポーター研修会　4月26日(水)午前 9 時～正午/文化プラザ

■共通
申込期限　4月10日（月）

……………………………………　脳の健康教室　……………………………………

…………………………　はつらつ元気塾　～継続は力なり～　…………………………

場所 期日 定員

泉公民館  5 月 9 日～ 9 月26日の毎週火曜日 20人

文化プラザ  5 月10日～ 9 月27日の毎週木曜日 20人

土岐津地区　 4 ～ 6 月 妻木地区　　 5 ～ 7 月 曽木地区　　 6 ～ 9 月

泉西地区　　 7 ～ 9 月 鶴里地区　　 8 ～10月 駄知地区　　 9 ～12月

肥田地区　　10～12月 下石地区　　12～ 3 月 泉地区　　　 1 ～ 3 月
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